
資
料
紹
介

先
般
、
私
は
、
今
は
亡
き
恩
師
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
法
学

博
士
手
塚
豊
先
生
の
命
に
よ
り
、
乃
木
神
社
宮
司
高
山
亨
氏

の
委
嘱
を
受
け
同
神
社
の
御
祭
神
で
あ
る
元
学
習
院
長
陸
軍
大
将

乃
木
希
典
将
軍
の
日
記
を
中
心
に
「
乃
木
希
典
全
集
』
上
、
中
、

下
お
よ
び
補
遺
の
全
四
巻
を
校
訂
・
編
集
し
燈
そ
の
際
、
同
．

下
巻
に
収
録
し
た
「
解
題
」
の
末
尾
に
「
日
記
原
本
と
従
前
刊
行

さ
れ
て
い
る
日
記
本
文
と
の
校
異
な
ど
を
含
め
た
よ
り
詳
密
な
解

題
を
他
日
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
自
分
の
今
後
の
課
題
に
し
て
棚
筆

す
る
。
」
と
記
し
て
お
い
篭

乃
木
希
典
日
記
ｌ
明
治
八
年
Ｉ
（
二
（
中
山
）

解
題 乃

木
希
典
日
記
ｌ
明
治
八
年
’
㈹

そ
の
後
、
こ
の
「
乃
木
希
典
全
集
」
に
対
し
て
は
、
國
學
院
大

学
日
本
文
化
研
究
所
の
柴
田
紳
一
氏
に
は
、
懇
切
な
る
書
評
を
い

た
だ
峯
電
ま
た
、
国
史
学
の
泰
斗
で
あ
ら
れ
る
文
学
博
士
村
尾
次

郎
先
生
に
は
、
と
く
に
日
記
に
つ
い
て
御
論
考
を
通
し
て
種
々
の

御
教
示
を
賜
っ
稔
両
先
生
の
学
恩
に
対
し
、
深
く
感
謝
申
し
上

げ
る
次
第
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
は
、
前
述
の
「
自
分
の
今
後
の
課
題
」
を
果

す
べ
く
、
柴
田
、
村
尾
の
両
先
生
の
御
指
摘
を
頼
り
に
、
現
存
す

る
乃
木
将
軍
の
日
記
で
あ
り
、
現
在
宮
内
庁
書
陵
部
の
所
蔵
に
か

（
５
）

か
る
「
乃
木
希
典
日
記
及
び
記
録
」
全
二
十
六
冊
中
の
第
一
か
ら

（
６
）

第
十
七
の
全
十
七
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
日
記
原
文
（
日
記
の
本

文
及
び
そ
の
前
後
に
附
さ
れ
た
詩
歌
な
ど
）
を
正
確
に
翻
刻
し
、

中
山
光
勝
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こ
れ
に
簡
単
な
註
解
を
附
し
た
も
の
で
あ
り
、
全
集
本
の
正
誤

表
（
現
存
す
る
日
記
原
文
に
つ
い
て
の
み
で
は
あ
る
が
）
の
役
割

を
担
う
性
質
の
も
の
で
も
あ
る
。
と
く
に
註
解
に
つ
い
て
は
、
全

集
本
に
お
い
て
も
企
図
し
な
が
ら
果
せ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

翻
刻
に
当
っ
て
は
、
原
文
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
に
努
め
、
漢
字

は
、
全
集
本
の
場
合
と
異
な
り
、
固
有
名
詞
で
あ
れ
、
普
通
名
詞

で
あ
れ
原
文
が
正
字
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
従
い
、
略
体
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
に
従
っ
た
。
こ
れ
は
、
前
述
の
村
尾
博
士
の
御
教
示
に

従
っ
た
も
の
で
あ
篭
ま
た
、
便
宜
句
読
点
を
附
し
た
こ
と
も
全

集
本
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
原
文
の
体
裁
を
知
り
た
い
方

は
、
全
集
本
に
つ
い
て
見
ら
れ
た
い
。
な
お
、
〔
〕
内
は
、
中

（
８
）

山
の
注
記
で
あ
る
。

註

（
１
）
乃
木
神
社
社
務
所
編
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
中
・
下
（
平
成
六

年
・
国
書
刊
行
会
）
お
よ
び
同
．
補
遺
（
平
成
九
年
・
国
書
刊
行
会
）

の
全
四
巻
で
あ
り
、
上
巻
に
は
、
明
治
六
年
九
月
二
十
日
よ
り
明
治

十
七
年
七
月
二
十
日
に
至
る
日
記
本
文
と
そ
の
前
後
に
挿
入
さ
れ
て

い
る
詩
歌
の
類
を
収
め
（
な
お
、
上
巻
・
凡
例
の
三
頁
九
行
の
「
明

治
八
年
十
月
十
日
、
明
治
十
年
一
月
二
十
八
日
、
明
治
十
一
年
三
月

九
日
よ
り
明
治
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
の
日
記
」
は
、
こ
れ
を

「
明
治
八
年
十
月
十
日
、
明
治
十
一
年
三
月
九
日
よ
り
明
治
十
五
年

十
二
月
三
十
一
日
、
明
治
十
七
年
一
月
一
日
よ
り
同
年
七
月
二
十
日

の
日
記
」
と
訂
正
す
る
）
、
中
巻
に
は
、
明
治
二
十
年
四
月
十
八
日

よ
り
明
治
四
十
五
年
七
月
二
十
三
日
（
こ
の
う
ち
明
治
二
十
二
年
四

月
二
十
六
日
よ
り
明
治
二
十
四
年
四
月
十
八
日
に
至
る
部
分
は
、
ド

イ
ツ
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る
）
に
至
る
日
記
本
文
お
よ
び
そ
の
前
後

に
挿
入
さ
れ
た
詩
歌
の
類
を
収
め
、
下
巻
に
は
、
明
治
二
十
一
年
九

月
一
日
よ
り
明
治
二
十
三
年
三
月
二
十
六
日
に
至
る
ド
イ
ツ
語
に
よ

る
日
記
の
訳
文
（
訳
者
は
久
保
田
庄
作
氏
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
う

ち
明
治
二
十
一
年
九
月
一
日
よ
り
明
治
二
十
二
年
四
月
二
十
五
日
に

至
る
部
分
の
ド
イ
ツ
語
の
原
文
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
所
在
は
不
明
で

あ
る
）
、
明
治
二
十
三
年
四
月
一
日
よ
り
明
治
二
十
四
年
四
月
十
八

日
に
至
る
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
日
記
の
訳
文
（
訳
者
は
岡
村
愛
一
氏
で

あ
る
）
、
明
治
四
十
四
年
二
月
十
四
日
よ
り
同
年
八
月
三
十
一
日
に

至
る
乃
木
大
将
渡
欧
日
誌
（
記
録
者
は
随
行
員
の
一
人
で
あ
る
吉
田

豊
彦
陸
軍
中
佐
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
、
明
治
三
十
九
年
一
月
十
四

日
に
明
治
天
皇
に
奏
上
し
た
復
命
書
、
乃
木
将
軍
の
論
稿
二
篇
、
年

譜
、
兵
籍
簿
、
系
図
、
参
考
文
献
、
辞
世
、
遺
言
条
々
お
よ
び
漢
詩

四
篇
な
ど
を
収
め
、
さ
ら
に
、
こ
れ
に
全
集
全
体
に
わ
た
る
解
題
、

祓
文
お
よ
び
編
集
後
記
を
附
し
た
。
ま
た
、
補
遺
に
は
、
前
三
巻
の

補
巻
と
し
て
、
編
集
・
校
訂
覚
書
、
乃
木
希
典
日
記
書
誌
別
一
覧
、

明
治
三
十
四
年
七
月
二
十
一
日
よ
り
明
治
三
十
五
年
三
月
二
十
四
日
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に
至
る
日
記
本
文
、
主
要
人
名
解
説
お
よ
び
人
名
索
引
を
収
め
た
。

な
お
、
全
集
の
刊
行
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
は
、
全
集
の
下
巻
に
附
し

た
私
の
「
解
題
」
お
よ
び
「
編
集
後
記
」
な
ら
び
に
中
央
乃
木
会
の

機
関
紙
「
洗
心
」
第
百
二
十
二
号
（
平
成
八
年
・
中
央
乃
木
会
）
二
頁

～
一
三
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
私
の
「
乃
木
希
典
全
集
の
編
集
を
終

え
て
」
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
下
．
五
七
九
頁
。

（
３
）
柴
田
紳
一
「
乃
木
神
社
社
務
所
編
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
中
・

下
（
書
評
と
紹
介
）
」
日
本
歴
史
学
会
「
日
本
歴
史
」
第
五
七
二
号

（
平
成
八
年
・
吉
川
弘
文
館
）
一
五
八
’
一
五
九
頁
。

（
４
）
村
尾
次
郎
「
乃
木
希
典
日
記
の
研
究
ｌ
小
倉
で
の
一
年
有
餘
１

１
」
墓
林
會
「
藝
林
」
第
五
十
巻
二
号
（
平
成
十
三
年
・
藝
林
會
）

二
～
一
○
五
頁
。

（
５
）
学
習
院
大
学
史
料
館
編
「
旧
華
族
家
史
料
所
在
調
査
報
告
書
」
本

編
３
（
平
成
五
年
・
学
習
院
大
学
史
料
館
）
五
二
八
頁
。

（
６
）
全
十
七
冊
の
内
容
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
第
一
冊
（
明
治
八

年
十
二
月
四
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
九
年
一
月
一
日
～
同
三
十
一

日
、
明
治
九
年
二
月
一
日
１
同
二
十
九
日
、
明
治
九
年
三
月
一
日
～

同
三
十
一
日
、
明
治
九
年
四
月
一
日
１
同
三
十
日
）
、
第
二
冊
（
明

治
九
年
五
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
九
年
六
月
一
日
～
同
三
十

日
、
明
治
九
年
七
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
九
年
八
月
一
日
～

同
三
十
一
日
、
明
治
九
年
九
月
一
日
～
同
三
十
日
、
明
治
九
年
十
月

一
日
～
同
二
十
三
日
）
、
第
三
冊
（
明
治
十
年
一
月
一
日
～
同
三
十

乃
木
希
典
日
記
ｌ
明
治
八
年
１
（
二
（
中
山
）

一
日
、
明
治
十
年
二
月
一
日
～
同
同
二
十
七
日
。
な
お
、
本
冊
に
は
、

上
記
記
事
に
続
け
て
三
月
九
日
～
同
三
十
一
日
お
よ
び
四
月
一
日
１

同
二
日
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
第
五
冊
に
収
め
ら

れ
て
い
る
明
治
十
一
年
三
月
八
日
の
記
事
に
続
く
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
の
で
、
明
治
十
一
年
三
月
八
日
条
の
次
に
収
め
る
こ
と
と
し

た
）
、
第
四
冊
（
明
治
十
年
五
月
二
十
五
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治

十
年
六
月
一
日
～
同
三
十
日
、
明
治
十
年
七
月
一
日
～
同
二
十
八
日
）
、

第
五
冊
（
明
治
十
年
十
二
月
三
十
一
日
、
明
治
十
一
年
一
月
一
日
～

同
三
十
一
日
、
明
治
十
一
年
二
月
一
日
～
同
十
七
日
、
明
治
十
一
年

二
月
二
十
日
～
同
二
十
八
日
、
明
治
十
一
年
三
月
一
日
～
同
八
日
）
、

第
六
冊
（
明
治
十
六
年
一
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
十
六
年
二

月
一
日
～
同
十
八
日
、
明
治
十
六
年
二
月
十
八
日
～
同
二
十
八
日
、

明
治
十
六
年
三
月
一
日
ｌ
同
三
十
一
日
、
明
治
十
六
年
四
月
一
日
～

同
三
十
日
、
明
治
十
六
年
五
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
十
六
年

六
月
一
日
～
同
三
十
日
、
明
治
十
六
年
七
月
一
日
～
同
三
日
、
明
治

十
六
年
八
月
六
日
～
同
十
八
日
）
、
第
七
冊
（
明
治
二
十
二
年
四
月

二
十
六
日
～
同
三
十
日
。
こ
れ
ら
は
、
独
文
に
よ
り
記
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
）
、
第
八
冊
（
明
治
二
十
三
年
四
月
一
日
～
同
三
十
日
、
明

治
二
十
三
年
五
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
二
十
三
年
六
月
一
日

～
同
三
十
日
、
明
治
二
十
三
年
七
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
二

十
三
年
八
月
十
三
日
１
同
三
十
一
日
、
明
治
二
十
三
年
九
月
一
日
～

同
三
十
日
、
明
治
二
十
三
年
十
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
二
十

三
年
十
一
月
一
日
～
同
六
日
、
明
治
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日
１
同
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二
十
九
日
、
明
治
二
十
三
年
十
一
月
三
十
一
日
。
こ
れ
ら
は
、
独
文

に
よ
り
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
、
第
九
冊
（
明
治
二
十
三
年
十
二

月
一
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
二
十
四
年
一
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、

明
治
二
十
四
年
二
月
一
日
～
同
二
十
八
日
、
明
治
二
十
四
年
三
月
一

日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
二
十
四
年
四
月
一
日
～
同
十
八
日
。
こ
れ

ら
は
、
独
文
に
よ
り
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
、
第
十
冊
（
明
治
二

十
五
年
一
月
五
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
二
十
五
年
二
月
一
日
～
同

二
十
九
日
、
明
治
二
十
五
年
三
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
二
十

五
年
四
月
一
日
～
同
三
十
日
、
明
治
二
十
五
年
五
月
一
日
～
同
三
十

一
日
、
明
治
二
十
五
年
六
月
一
日
～
同
三
十
日
、
明
治
二
十
五
年
七

月
一
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
二
十
五
年
八
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、

明
治
二
十
五
年
九
月
一
日
～
同
三
十
日
、
明
治
二
十
五
年
十
月
一
日

～
同
三
十
一
日
、
明
治
二
十
五
年
十
一
月
一
日
～
同
三
十
日
、
明
治

二
十
五
年
十
二
月
一
日
～
同
三
十
一
日
）
、
第
十
一
冊
（
明
治
二
十

六
年
一
月
二
十
二
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
二
十
六
年
二
月
一
日
ｌ

同
二
十
八
日
、
明
治
二
十
六
年
三
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
二

十
六
年
四
月
一
日
～
同
三
十
日
、
明
治
二
十
六
年
五
月
一
日
～
同
三

十
一
日
、
明
治
二
十
六
年
六
月
一
日
～
同
八
日
、
明
治
二
十
六
年
六

月
十
日
～
同
三
十
日
、
明
治
二
十
六
年
七
月
一
日
～
同
九
日
）
、
第

十
二
冊
（
明
治
三
十
三
年
一
月
一
日
～
同
三
日
、
明
治
三
十
三
年
一

月
十
三
日
１
同
三
十
一
日
、
明
治
三
十
三
年
二
月
一
日
～
同
二
日
、

明
治
三
十
三
年
十
月
二
十
三
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
三
十
三
年
十

一
月
一
日
～
同
十
八
日
、
明
治
三
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日
～
同
二

十
九
日
）
、
第
十
三
冊
（
明
治
三
十
六
年
一
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、

明
治
三
十
六
年
二
月
一
日
～
同
二
十
八
日
、
明
治
三
十
六
年
三
月
一

日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
三
十
六
年
四
月
一
日
～
同
三
十
日
、
明
治

三
十
六
年
五
月
一
日
～
同
二
十
日
、
明
治
三
十
六
年
五
月
二
十
二
日

～
同
三
十
一
日
、
明
治
三
十
六
年
六
月
一
日
１
同
三
日
、
明
治
三
十

六
年
七
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治
三
十
六
年
八
月
八
日
～
同
十

九
日
、
明
治
三
十
六
年
九
月
三
十
日
、
明
治
三
十
六
年
十
月
一
日
～

同
十
八
日
、
明
治
三
十
六
年
十
月
二
十
六
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治

三
十
六
年
十
一
月
一
日
～
同
五
日
、
明
治
三
十
六
年
十
一
月
八
日
～

同
十
七
日
、
明
治
三
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
～
同
三
十
日
、
明
治

三
十
六
年
十
二
月
一
日
～
同
四
日
、
明
治
三
十
六
年
十
二
月
二
十
八

日
～
同
三
十
一
日
）
、
第
十
四
冊
（
明
治
三
十
七
年
十
一
月
一
日
～

同
二
十
七
日
、
明
治
三
十
七
年
十
二
月
一
日
～
同
三
十
一
日
、
明
治

三
十
八
年
一
月
一
日
～
同
十
二
日
）
、
第
十
五
冊
（
明
治
三
十
九
年

八
月
二
十
九
日
１
同
三
十
一
日
、
明
治
三
十
九
年
九
月
一
日
～
同
十

日
、
明
治
三
十
九
年
九
月
十
七
日
～
同
二
十
日
、
明
治
三
十
九
年
十

二
月
二
十
一
日
、
明
治
三
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日
～
同
二
十
八
日
、

明
治
四
十
年
一
月
十
二
日
、
明
治
四
十
年
一
月
十
六
日
、
明
治
四
十

年
一
月
二
十
日
～
同
二
十
二
日
、
明
治
四
十
年
一
月
二
十
七
日
～
同

二
十
九
日
、
明
治
四
十
年
一
月
三
十
一
日
、
明
治
四
十
年
二
月
一
日

～
同
三
日
）
、
第
十
六
冊
（
明
治
四
十
一
年
五
月
二
十
九
日
～
同
三

十
一
日
、
明
治
四
十
一
年
六
月
一
日
～
同
三
十
日
、
明
治
四
十
一
年

七
月
一
日
１
同
三
十
一
日
、
明
治
四
十
一
年
八
月
一
日
～
同
五
日
）
、

(”）



第
十
七
冊
（
明
治
四
十
五
年
三
月
七
日
～
同
二
十
日
、
明
治
四
十
五

年
三
月
二
十
二
日
～
同
二
十
三
日
、
明
治
四
十
五
年
三
月
三
十
日
、

明
治
四
十
五
年
四
月
二
日
、
明
治
四
十
五
年
四
月
九
日
～
同
十
四
日
、

明
治
四
十
五
年
四
月
十
九
日
、
明
治
四
十
五
年
五
月
二
十
九
日
～
同

三
十
一
日
、
明
治
四
十
五
年
六
月
一
日
～
同
十
日
、
明
治
四
十
五
年

六
月
十
三
日
～
同
十
四
日
、
明
治
四
十
五
年
六
月
十
六
日
～
同
二
十

一
日
、
明
治
四
十
五
年
六
月
二
十
五
日
～
同
二
十
九
日
、
明
治
四
十

五
年
七
月
六
日
、
明
治
四
十
五
年
七
月
十
一
日
～
同
十
五
日
、
明
治

四
十
五
年
七
月
十
八
日
、
明
治
四
十
五
年
七
月
二
十
三
日
）
。

（
７
）
村
尾
博
士
は
、
前
掲
・
論
稿
・
六
～
七
頁
に
お
い
て
「
全
集
本
は

編
輯
者
の
手
入
れ
を
極
力
抑
制
し
て
日
記
の
原
態
を
保
た
う
と
す
る

配
慮
に
よ
っ
て
編
輯
さ
れ
て
を
り
、
句
讃
勤
や
注
解
を
付
け
る
こ
と

な
く
、
最
小
限
度
の
庭
理
に
止
め
て
ゐ
る
。
但
し
、
合
字
や
異
随
字

等
を
片
假
名
に
し
、
人
名
以
外
の
漢
字
を
新
字
腿
に
改
め
て
あ
る
の

で
、
表
記
か
ら
い
へ
ば
一
異
本
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
異
字
に

改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
若
干
の
不
都
合
は
、
た
と
へ
ば
、
聯

隊
を
連
隊
と
す
る
が
ご
と
き
、
歴
史
的
に
個
有
の
も
の
と
な
っ
た
名

辞
を
愛
へ
る
結
果
を
招
く
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
や
う
な
場
合
は
誤

謬
に
つ
な
が
る
か
ら
、
人
名
と
同
じ
扱
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
」
と

御
教
示
下
さ
っ
た
。
博
士
の
学
恩
に
感
謝
し
、
本
文
の
ご
と
く
に
改

め
る
こ
と
に
す
る
。

（
８
）
本
稿
を
草
す
る
に
際
し
て
は
、
貴
重
資
料
の
閲
覧
、
利
用
に
つ
き
、

関
係
諸
機
関
と
り
わ
け
宮
内
庁
書
陵
部
に
は
多
大
な
御
協
力
を
い
た

乃
木
希
典
日
記
ｌ
明
治
八
年
１
（
一
）
（
中
山
）

〔
明
治
八
年
〕

十
二
月
四
日
二
起
ル
年
ハ
明
治
ノ
第
八
也
〔
原
文
は
横
書
き
で
あ

る
〕

十
二
月
四
日

（
１
）
（
２
）

午
後
、
傳
令
使
被
免
、
第
十
四
聯
隊
長
心
得
被
仰
付
。
退
省
路
、

〔
前
註
〕

（
１
）
本
文
の
漢
字
は
、
人
名
等
の
固
有
名
詞
は
も
と
よ
り
、
普
通
名
詞

等
に
つ
い
て
も
原
文
の
通
り
と
し
た
。
ま
た
、
合
字
、
異
体
字
、
変

体
仮
名
等
に
つ
い
て
も
可
能
な
限
り
原
文
の
通
り
と
し
た
。

（
２
）
日
附
等
の
体
裁
に
つ
い
て
は
、
年
月
日
、
曜
日
、
天
候
の
順
に
統

一
し
、
ゴ
チ
ッ
ク
に
し
た
以
外
は
原
文
の
通
り
と
し
た
。

（
３
）
文
意
や
表
現
に
疑
問
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
右
側
に

〔
マ
マ
〕
と
註
記
し
た
。

（
４
）
〔
〕
内
の
文
字
は
、
す
べ
て
中
山
の
註
記
で
あ
る
。

だ
い
た
。
ま
た
、
乃
木
神
社
宮
司
で
あ
ら
れ
る
高
山
亨
氏
に
は
、

今
後
の
研
究
の
資
料
に
す
る
よ
う
に
と
の
御
配
慮
か
ら
、
瞥
陵
部
所

蔵
の
原
本
の
複
写
を
御
恵
投
い
た
だ
い
た
。
あ
わ
せ
て
そ
の
学
恩
に

深
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。

(認）



乃
木
希
典
日
記
ｌ
明
治
八
年
Ｉ
（
二
（
中
山
）

（
４
）

直
二
赤
坂
乃
木
聖
一
入
り
新
任
ヲ
告
ヶ
、
又
、
小
牧
ヲ
訪
、

不
在
。
太
壁
一
至
り
、
不
在
。
婆
公
二
逢
、
小
酌
、
不
坐
。
帰

途
、
愛
宕
山
邸
二
入
り
、
公
並
母
君
二
謁
シ
、
公
二
伴
ハ
レ
テ
、

（
《
、
）
〔
マ
マ
］

築
地
ノ
精
養
軒
二
晩
餐
ヲ
被
饗
、
帰
宅
。
阿
爺
二
告
ヶ
、
夜
ル
、

呉
服
丁
ノ
大
槌
屋
二
入
り
、
船
便
ヲ
調
ル
。
又
、
築
地
ノ
槌
二

入
、
翁
來
、
小
酌
。
渡
邊
二
泊
ス
。

（
１
）
明
治
七
年
九
月
十
日
、
陸
軍
卿
〔
山
縣
有
朋
中
将
〕
傳
令
使
拝

命
（
「
乃
木
希
典
自
華
兵
籍
簿
」
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
下
．

五
二
一
頁
。
傳
令
使
は
、
明
治
六
年
三
月
二
十
四
日
・
太
政
官
第

百
十
三
号
布
告
の
陸
軍
省
職
制
に
よ
り
陸
軍
卿
官
房
内
に
設
け
ら

れ
た
官
職
（
内
閣
記
録
局
編
「
法
規
分
類
大
全
』
第
四
十
五
巻
・

兵
制
門
川
・
兵
制
門
・
陸
海
軍
官
制
・
陸
軍
一
〈
昭
和
五
十
二
年

覆
刻
・
原
書
房
〉
二
七
三
頁
）
で
、
そ
の
職
掌
は
、
明
治
六
年

三
月
十
二
日
・
太
政
官
達
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
陸
軍
省
条
例
第
二

条
第
四
号
に
よ
れ
ば
「
房
長
参
謀
官
ハ
卿
ノ
参
謀
承
弼
二
供
シ
卿

手
限
ノ
書
記
ハ
首
ト
シ
テ
之
二
任
シ
其
他
卿
ノ
意
ヲ
承
テ
差
使
二

供
ス
ル
ハ
傳
令
使
ノ
任
ダ
ル
事
」
で
あ
り
同
条
第
五
号
に
よ
れ
ば

「
傳
令
使
卿
ノ
名
ヲ
以
テ
或
ハ
諸
官
人
二
解
説
ヲ
ナ
シ
或
ハ
書
類

草
案
等
ヲ
徴
求
ス
ル
時
ハ
卿
親
ラ
ス
ル
ト
同
様
タ
ル
ヘ
ク
又
申
告

ス
ヘ
キ
事
二
就
テ
ハ
諸
官
人
必
ス
仔
細
ヲ
悉
シ
応
答
ス
ヘ
キ
事
」

で
あ
る
（
前
掲
『
法
規
分
類
大
全
』
第
四
十
五
巻
・
兵
制
門
川
．

三
八
五
頁
）
。
ま
た
、
明
治
八
年
六
月
二
十
九
日
・
陸
軍
省
第
百

九
十
号
布
達
の
官
房
官
員
服
務
概
則
第
一
条
に
は
「
官
房
ノ
官
僚

ハ
房
長
副
長
及
上
傳
令
使
並
二
課
僚
ト
ス
其
掌
ト
ル
所
ハ
一
切
ノ

文
書
ヲ
受
領
送
達
シ
外
来
人
ノ
応
接
等
ト
ス
」
と
あ
り
（
内
閣
記

録
局
編
「
法
規
分
類
大
全
」
第
四
十
六
巻
・
兵
制
門
川
・
兵
制
門
・

陸
海
軍
官
制
・
陸
軍
二
〈
昭
和
五
十
二
年
擾
刻
・
原
書
房
〉
四

三
頁
）
、
同
第
二
条
に
は
「
天
皇
並
二
三
職
ト
擬
識
往
復
二
係
ル

事
件
ハ
房
長
卿
ノ
意
ヲ
承
ケ
其
草
案
ヲ
作
ル
ヘ
シ
其
他
諸
向
ヨ
リ

到
来
ス
ル
文
瞥
事
柄
ノ
省
内
何
レ
ノ
局
ニ
モ
属
セ
サ
ル
者
ハ
房
長

自
カ
ラ
其
指
令
回
答
案
ヲ
作
ル
カ
若
ク
ハ
傳
令
使
二
命
シ
テ
之
ヲ

書
セ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
あ
り
（
前
掲
「
法
規
分
類
大
全
」
第
四
十
六

巻
・
兵
制
門
川
・
四
三
頁
）
、
同
第
七
条
に
は
「
凡
省
属
各
官
癬

各
府
県
ヨ
リ
ノ
願
伺
ノ
類
ハ
卿
裁
決
ノ
上
第
一
局
第
一
課
二
於
テ

其
指
令
ノ
旨
趣
ヲ
朱
書
シ
当
該
官
癬
二
下
付
ス
ル
為
メ
官
房
二
送

り
来
ル
ト
キ
ハ
傳
令
使
之
レ
ヲ
受
領
シ
房
長
二
呈
ス
」
と
あ
り

（
前
掲
『
法
規
分
類
大
全
」
第
四
十
六
巻
・
兵
制
門
伽
・
四
四
頁
）
、

同
第
十
五
条
に
は
「
凡
奏
任
官
以
下
任
補
或
ハ
就
職
等
本
省
二
於

テ
達
ス
ヘ
キ
者
ノ
辞
令
書
其
新
任
ハ
伝
達
所
二
於
テ
博
令
使
ヨ
リ

授
与
シ
」
と
あ
り
（
前
掲
「
法
規
分
類
大
全
』
第
四
十
六
巻
・
兵

制
門
〃
・
四
五
頁
）
、
同
第
十
九
条
に
は
「
傳
令
使
ハ
卿
ノ
命
令

ヲ
伝
達
シ
外
来
人
ノ
応
接
及
上
簡
順
ノ
領
収
ヲ
ナ
シ
其
領
収
シ
タ

ル
文
書
ニ
ハ
当
該
官
員
押
印
シ
以
テ
後
証
二
供
ス
」
と
あ
り
（
前

掲
「
法
規
分
類
大
全
』
第
四
十
六
巻
・
兵
制
門
仙
・
四
五
頁
）
、

(麺）



同
第
二
十
条
に
は
「
凡
諸
願
伺
届
出
等
ヲ
受
領
ス
ル
時
ハ
傳
令
使

之
ヲ
点
検
シ
文
格
式
二
合
セ
ス
或
ハ
附
属
書
類
物
件
遺
落
等
之
ア

ル
ト
キ
ハ
房
長
二
申
告
シ
許
可
ヲ
得
更
二
整
理
ノ
上
差
出
ス
ヘ
キ

地
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
」
と
あ
り
（
前
掲
「
法
規
分
類
大
全
」
第
四
十
六

巻
・
兵
制
門
川
・
四
五
頁
）
、
同
第
二
十
三
条
に
は
「
凡
諸
向
ヨ

リ
到
来
ス
ル
文
書
ハ
傳
令
使
之
ヲ
受
領
シ
房
長
二
呈
ス
」
と
あ
り

（
前
掲
『
法
規
分
類
大
全
』
第
四
十
六
巻
・
兵
制
門
川
・
四
六
頁
）
、

同
第
二
十
六
条
に
は
「
凡
諸
向
ヨ
リ
到
来
ス
ル
文
書
正
副
二
通
ア

ル
者
ハ
傳
令
使
之
ヲ
綴
合
シ
房
長
二
呈
ス
」
な
ど
と
あ
る
（
前
掲

『
法
規
分
類
大
全
」
第
四
十
六
巻
・
兵
制
門
川
・
四
六
頁
）
。
こ
れ

ら
の
規
定
か
ら
考
え
る
と
、
陸
軍
卿
傳
令
使
の
職
掌
は
、
陸
軍
卿

の
秘
書
官
な
い
し
副
官
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
（
２
）
熊
本
鎮
台
（
司
令
長
官
野
津
鎮
雄
少
将
）
歩

兵
第
十
四
聯
隊
（
小
倉
）
長
心
得
（
前
任
聯
隊
長
は
、
萩
の
乱
の

首
謀
者
前
原
一
誠
の
実
弟
山
田
願
太
郎
少
佐
で
あ
る
）
。
（
３
）
乃

木
高
行
邸
（
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
八
年
七
月
十
四
日
条
に
は

「
玉
木
ト
同
敷
赤
坂
ノ
乃
木
二
入
ル
高
行
在
宅
」
と
あ
る
〈
前
掲

『
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
四
○
頁
〉
）
。
乃
木
高
行
は
、
乃
木
将
軍

の
父
・
希
次
の
長
兄
・
高
蔵
の
養
子
で
あ
る
高
正
の
養
子
で
あ
り
、

当
時
は
、
従
七
位
海
軍
中
尉
で
あ
る
（
「
太
政
官
日
誌
明
治
八
年

第
四
十
七
号
．
四
月
二
十
三
日
条
」
石
井
良
助
編
「
太
政
官
日
誌
』

第
七
巻
く
昭
和
五
十
六
年
・
東
京
堂
〉
三
九
六
頁
、
「
太
政
官
日

誌
明
治
八
年
第
九
十
六
号
．
七
月
二
十
五
日
条
」
前
掲
『
太
政
官

乃
木
希
典
日
記
ｌ
明
治
八
年
Ｉ
（
二
（
中
山
）

日
誌
」
第
七
巻
・
五
○
四
頁
）
。
そ
の
後
、
明
治
九
年
九
月
二
十

二
日
、
「
黒
田
特
命
全
権
弁
理
大
臣
二
随
行
朝
鮮
国
へ
出
張
尽
力

候
二
付
為
其
賞
別
紙
目
録
之
通
下
賜
候
事
目
録
縮
緬
代
金
八
拾
円
」

と
貧
賜
さ
れ
て
い
る
（
「
太
政
官
日
誌
明
治
九
年
第
七
十
号
・
九

月
二
十
二
日
条
」
石
井
良
助
編
『
太
政
官
日
誌
」
第
八
巻
く
昭
和

五
十
七
年
・
東
京
堂
〉
一
六
○
頁
）
。
な
お
、
彼
の
略
伝
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
主
要
人
名
解
説
」
前
掲
『
乃
木
希
典
全
集
」
補
遺
・

二
六
六
～
二
六
七
頁
参
照
。
ち
な
み
に
、
本
項
の
註
解
は
前
記
拙

稿
の
補
遺
で
も
あ
る
。
（
４
）
乃
木
希
典
日
記
に
み
え
る
小
牧
姓

の
人
物
で
、
個
人
名
ま
で
判
明
し
て
い
る
者
は
、
乃
木
希
典
日
記
・

明
治
八
年
五
月
二
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
二
四
頁
）
、

同
五
月
十
二
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
二
六
頁
）
、

同
六
月
十
九
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
』
上
・
三
四
頁
）
、

同
八
月
三
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
四
八
頁
）
、
同

九
月
二
十
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
五
八
頁
）
、
同
・

明
治
十
一
年
三
月
十
四
日
条
（
前
掲
『
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
二

二
四
頁
）
お
よ
び
同
十
月
二
十
二
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」

上
・
二
七
一
頁
）
に
み
え
る
小
牧
平
八
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
み
え

る
「
小
牧
」
が
、
彼
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ

る
。
な
お
、
小
牧
に
つ
い
て
知
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
宿
利
重
一

「
増
補
乃
木
希
典
」
（
昭
和
十
六
年
・
春
秋
社
）
一
七
九
頁
に
み
え

る
「
長
府
藩
の
御
用
達
で
あ
っ
た
麻
布
市
兵
衛
町
の
小
牧
長
之
助
」

の
関
係
者
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
確
か
で
な
い
。
（
５
）
乃
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乃
木
希
典
日
記
ｌ
明
治
八
年
Ｉ
（
一
）
（
中
山
）

木
希
典
日
記
に
み
え
る
太
田
姓
の
人
物
で
、
個
人
名
ま
で
判
明
し

て
い
る
者
は
、
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
二
八
六
頁
）
、
同
．
明
治
十

五
年
十
月
二
十
九
日
条
（
前
掲
『
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
三
九
四

頁
お
よ
び
同
十
一
月
十
三
日
条
（
前
掲
『
乃
木
希
典
全
集
」
上
・

三
九
七
頁
）
に
み
え
る
太
田
左
門
（
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
十

一
年
十
二
月
二
日
条
〈
前
掲
『
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
二
八
○
頁

〉
に
み
え
る
「
大
田
左
門
」
も
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
）
と
乃
木
希

典
日
記
・
明
治
十
七
年
二
月
二
十
五
日
条
（
前
掲
『
乃
木
希
典
全

集
」
上
・
四
六
○
頁
）
に
み
え
る
太
田
博
従
の
二
名
で
あ
る
が
、

太
田
博
従
は
、
後
述
の
如
く
太
田
左
門
が
「
侍
従
」
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
部
分
は
、
日
記
の
原
本
を
欠
い
て
い
る

の
で
確
か
で
は
な
い
が
、
「
太
田
侍
従
」
と
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を

「
太
田
博
従
」
と
誤
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
氏
名
の
判

明
し
て
い
る
日
記
記
載
の
太
田
姓
の
人
物
は
、
太
田
左
門
一
人
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
補
遺
に
附

載
し
た
人
名
「
索
引
」
に
は
、
氏
名
の
判
明
す
る
太
田
姓
の
人
物

と
し
て
、
太
田
左
門
以
外
に
太
田
直
好
と
太
田
朗
の
二
名
を
挙

げ
て
お
い
た
（
同
書
・
三
五
五
頁
）
が
、
そ
の
姓
は
、
と
も
に

「
大
田
」
で
あ
り
、
誤
記
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
く
。

太
田
左
門
は
、
乃
木
将
軍
の
実
父
・
希
次
の
末
弟
で
太
田
家
の
養

子
と
な
っ
た
要
蔵
（
彼
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
田
村
哲
夫
編
『
防

長
維
新
関
係
者
要
覧
』
〈
平
成
七
年
覆
刻
・
マ
ッ
ノ
書
店
〉
二
二

～
二
三
頁
参
照
）
の
次
男
で
、
御
堀
耕
助
（
彼
の
略
歴
に
つ
い
て

は
、
大
植
四
郎
編
『
明
治
過
去
帳
』
〈
昭
和
四
十
六
年
・
東
京
美
術

〉
三
一
頁
、
吉
田
祥
朔
『
増
補
近
世
防
長
人
名
辞
典
」
〈
昭
和
五

十
一
年
・
マ
ッ
ノ
書
店
〉
二
三
○
頁
、
日
本
歴
史
学
会
編
「
明
治

維
新
人
名
辞
典
』
〈
昭
和
五
十
六
年
・
吉
川
弘
文
館
〉
九
六
五

～
九
六
六
頁
、
前
掲
『
防
長
維
新
関
係
者
要
覧
」
一
○
二
頁
、
一

坂
太
郎
「
防
長
の
隠
れ
た
「
偉
人
」
た
ち
』
〈
平
成
十
四
年
・

春
風
文
庫
〉
一
○
五
～
一
○
八
頁
な
ど
参
照
）
の
実
弟
、
大
見
フ

キ
（
最
初
は
太
田
家
の
養
子
耕
介
の
妻
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

が
、
後
、
大
見
淳
太
と
再
婚
し
た
よ
う
で
あ
る
〈
「
佐
々
木
乃
木

家
系
図
」
前
掲
『
乃
木
希
典
全
集
」
下
．
五
三
○
頁
、
長
谷
川
君

江
『
偉
人
の
か
げ
に
ｌ
乃
木
希
典
弟
大
館
集
作
の
こ
と
ｌ
」

昭
和
三
十
九
年
・
良
書
普
及
会
・
五
八
～
六
○
頁
、
「
乃
木
玉
木

系
図
」
井
戸
田
博
史
『
日
本
近
代
「
家
」
制
度
の
研
究
ｌ
乃
木

伯
爵
家
問
題
を
通
じ
て
ｌ
」
平
成
四
年
・
雄
山
閣
・
二
六
六

頁
〉
・
海
軍
少
将
大
見
丙
四
郎
は
養
子
で
あ
る
。
大
見
丙
四
郎
の

略
歴
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
拙
稿
「
主
要
人
名
解
説
」
二
五
一
頁

参
照
）
の
実
兄
で
あ
り
、
将
軍
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
人
で
あ
る
。

太
田
は
、
明
治
五
年
二
月
十
七
日
、
侍
従
に
任
ぜ
ら
れ
（
「
太
政

官
日
誌
明
治
五
年
第
十
二
号
．
二
月
十
七
日
条
」
石
井
良
助
編

「
太
政
官
日
誌
」
第
六
巻
く
昭
和
五
十
六
年
・
東
京
堂
出
版
〉
三

四
頁
、
宮
内
庁
編
「
明
治
天
皇
紀
」
第
二
〈
昭
和
四
十
四
年
・
吉

川
弘
文
館
〉
六
四
八
頁
）
、
明
治
十
七
年
三
月
二
十
二
日
、
宮
内
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省
の
官
制
改
革
に
と
も
な
う
新
制
度
の
侍
従
に
任
ぜ
ら
れ
（
宮
内

庁
編
『
明
治
天
皇
紀
」
第
六
〈
昭
和
四
十
六
年
・
吉
川
弘
文
館
〉

一
八
五
１
一
八
六
頁
）
、
明
治
十
八
年
三
月
十
四
日
、
侍
従
職
の

ま
ま
海
軍
少
佐
に
任
ぜ
ら
れ
（
前
掲
「
明
治
天
皇
紀
」
第
六
・
三

七
八
頁
。
な
お
、
正
確
な
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り

以
前
に
姓
を
「
太
田
」
か
ら
「
毛
利
」
に
改
姓
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
）
、
明
治
二
十
一
年
四
月
二
十
日
、
主
猟
官
を
兼
任
（
宮
内

庁
編
「
明
治
天
皇
紀
」
第
七
〈
昭
和
四
十
七
年
・
吉
川
弘
文
館
〉

四
八
頁
）
、
明
治
二
十
五
年
二
月
二
十
七
日
、
総
選
挙
の
顛
末
等

の
調
査
の
た
め
福
岡
県
に
差
遣
の
命
を
受
け
、
三
月
一
日
よ
り
二

十
日
ま
で
同
県
下
を
巡
視
（
宮
内
庁
編
「
明
治
天
皇
紀
」
第
八

〈
昭
和
四
十
八
年
・
吉
川
弘
文
館
〉
二
五
１
二
六
頁
）
、
明
治
三

十
年
八
月
二
十
四
日
、
特
旨
を
も
っ
て
従
四
位
に
叙
せ
ら
れ
、
同

二
十
五
日
、
逝
去
し
て
い
る
（
宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
」
第
九

〈
昭
和
四
十
八
年
・
吉
川
弘
文
館
〉
二
九
四
頁
）
。
な
お
、
太
田

の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
明
治
過
去
帳
」
五
二
○
頁
参
照
。

こ
こ
に
み
え
る
太
田
が
、
太
田
左
門
で
あ
る
確
証
は
な
い
が
、
こ

れ
よ
り
以
前
、
乃
木
将
軍
が
太
田
方
に
寄
留
し
て
い
た
（
前
掲
・

宿
利
『
増
補
乃
木
希
典
」
一
七
三
頁
、
一
七
六
頁
）
と
思
わ
れ
る

の
で
、
そ
の
可
能
性
は
大
で
あ
ろ
う
。
（
６
）
実
父
の
乃
木
希
次
。

当
時
、
麻
布
永
坂
四
十
三
番
地
に
寄
留
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
な
お
、
乃
木
将
軍
自
身
は
、
明
治
八
年
四
月
二
十
一
日
、
京

橋
鎗
屋
町
に
転
居
し
て
い
る
（
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
八
年
四
月

乃
木
希
典
日
記
ｌ
明
治
八
年
１
（
二
（
中
山
）

同
五
日
日
曜
日

（
１
）

朝
、
帰
宅
。
但
見
來
リ
居
ル
。
誘
テ
、
小
川
町
小
田
中
二
入
り
、

（
２
）

金
談
決
（
但
見
ノ
悪
事
露
ル
）
。
秋
月
訪
、
小
任
ヲ
告
、
飾
緒

（
３
）
（
４
）

ヲ
借
ラ
ン
ト
欲
ス
、
不
能
。
王
子
二
詣
シ
、
帰
路
、
諸
葛
ヲ

訪
、
小
酌
。
帰
路
、
物
ヲ
購
う
。
帰
宅
、
着
装
、
登
省
。
諸
氏

二
別
ヲ
告
ク
。
退
テ
、
日
陰
丁
二
写
真
シ
、
神
明
ノ
大
和
屋
二（５）

軍
服
ヲ
命
ス
。
帰
路
、
大
田
ヲ
訪
フ
、
小
酌
。
出
テ
、
井
上
馨

（
６
）

ヲ
訪
門
。
外
二
福
原
大
佐
ニ
逢
う
。
井
上
二
逢
上
別
ヲ
告
ケ
、

（
７
）
（
８
）
（
９
）

且
、
太
田
耕
助
ノ
事
ヲ
托
ス
。
帰
宅
ス
。
大
見
、
諸
葛
両
氏
來

リ
居
、
小
酌
。
各
有
賤
。
又
、
渡
邊
二
泊
ス
。

二
十
一
日
条
・
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
二
一
～
二
二
頁
）
。

な
お
、
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
八
年
七
月
三
十
一
日
条
に
続
い
て

記
さ
れ
て
い
る
「
家
屋
払
下
願
普
ノ
写
」
に
よ
れ
ば
、
乃
木
将
軍

が
、
正
式
に
鎗
屋
町
六
番
地
の
家
屋
を
敦
賀
県
士
族
寺
木
定
芳
か

ら
譲
渡
さ
れ
た
の
は
、
明
治
八
年
六
月
（
日
欠
）
の
こ
と
で
あ
り

（
「
家
屋
払
下
願
書
ノ
写
」
前
掲
『
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
四
六
～

四
七
頁
）
、
そ
こ
に
転
居
し
た
の
は
、
同
年
八
月
一
日
の
こ
と
で

あ
る
（
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
八
年
八
月
一
日
条
・
前
掲
「
乃
木

希
典
全
集
」
上
・
四
八
頁
）
。
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乃
木
希
典
日
記
ｌ
明
治
八
年
１
（
二
（
中
山
）

（
１
）
乃
木
希
典
日
記
に
み
え
る
但
見
姓
の
人
物
で
名
前
ま
で
判
明
し

て
い
る
者
は
い
な
い
の
で
、
こ
こ
に
み
え
る
但
見
に
つ
い
て
も
、

そ
の
個
人
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
全
集
本
で
は
、

乃
木
希
典
日
記
・
明
治
八
年
四
月
十
七
日
条
、
同
十
八
日
条
、
同

二
十
一
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
二
一
頁
）
、
同
日

記
・
明
治
八
年
五
月
十
一
日
条
（
前
掲
『
乃
木
希
典
全
集
」
上
・

二
五
頁
）
、
同
日
記
・
明
治
八
年
六
月
四
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希

典
全
集
」
上
・
三
一
頁
）
、
同
日
記
・
明
治
八
年
六
月
十
一
日
条

（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
三
二
頁
）
、
同
日
記
・
明
治
八
年

六
月
二
十
三
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
』
上
・
三
五
頁
）
、

同
日
記
・
明
治
八
年
七
月
二
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
』
上
・

三
六
頁
）
、
同
日
記
・
明
治
八
年
七
月
四
日
条
、
同
五
日
条
（
前

掲
『
乃
木
希
典
全
集
』
上
・
三
七
頁
）
、
同
日
記
・
明
治
八
年
九

月
八
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
五
五
頁
）
、
同
日
記
・

明
治
八
年
十
月
一
日
条
（
前
掲
『
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
五
九
頁
）
、

同
日
記
・
明
治
八
年
十
月
八
日
条
（
前
掲
『
乃
木
希
典
全
集
』
上
・

六
一
頁
）
、
同
日
記
・
明
治
八
年
十
二
月
五
日
条
（
前
掲
「
乃
木

希
典
全
集
」
上
・
六
二
頁
）
お
よ
び
同
日
記
・
明
治
八
年
十
二
月

七
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
六
三
頁
）
に
み
え
る

「
但
見
」
を
「
但
見
」
と
記
し
て
い
る
が
、
誤
記
で
あ
る
の
で
こ

こ
に
訂
正
す
る
。
（
２
）
乃
木
希
典
日
記
に
み
え
る
秋
月
姓
の
人

物
で
、
名
前
ま
で
判
明
し
て
い
る
者
は
、
乃
木
希
典
日
記
・
明
治

十
年
六
月
十
七
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
一
九
○
頁
）
、

同
日
記
・
明
治
十
一
年
八
月
二
十
三
日
条
（
前
掲
『
乃
木
希
典
全

集
」
上
・
二
五
五
頁
）
、
同
日
記
・
明
治
三
十
六
年
七
月
二
十
五

日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
中
．
三
五
五
頁
）
お
よ
び
同
日

記
・
明
治
三
十
六
年
八
月
十
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
中
・

し

三
五
八
頁
）
に
み
え
る
秋
月
新
太
郎
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
み
え
る

「
秋
月
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、

秋
月
新
太
郎
は
、
大
分
県
の
人
で
、
天
保
十
二
二
八
四
二
年

七
月
二
十
八
日
生
ま
れ
、
、
明
治
四
年
に
兵
部
中
録
と
な
り
、
以

後
、
陸
軍
大
録
、
陸
軍
大
尉
、
陸
軍
少
佐
、
参
謀
本
部
編
纂
課
長
、

太
政
官
少
番
記
官
、
太
政
官
権
大
書
記
官
、
東
京
女
子
高
等
師
範

学
校
長
兼
文
部
省
参
事
な
ど
を
歴
任
、
こ
の
間
、
明
治
十
六
年
七

月
に
は
参
事
院
議
官
と
し
て
宮
内
省
内
の
大
政
沿
革
編
纂
委
員
と

な
り
、
明
治
三
十
二
年
に
貴
族
院
議
員
に
勅
選
さ
れ
、
大
正
二
年

五
月
十
日
に
逝
去
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、

稲
村
徹
元
・
井
門
寛
・
丸
山
信
編
「
大
正
過
去
帳
」
（
昭
和

四
十
八
年
・
東
京
美
術
）
一
七
頁
、
宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
」

第
六
（
昭
和
四
十
六
年
・
吉
川
弘
文
館
）
三
一
～
三
二
頁
な
ど
参

照
。
（
３
）
乃
木
家
で
は
、
父
・
希
次
の
代
よ
り
、
東
京
王
子
に

あ
る
王
子
稲
荷
を
信
仰
し
て
い
た
よ
う
で
、
長
谷
川
正
道
『
敬
仰

乃
木
将
軍
」
（
昭
和
十
七
年
・
宮
越
太
陽
堂
書
房
）
三
七
～
三
八

頁
に
は
「
父
君
は
藩
公
の
姫
君
、
銀
姫
さ
ま
の
御
教
育
役
を
務
め

て
居
た
。
そ
の
姫
君
が
本
藩
た
る
毛
利
家
へ
お
輿
入
れ
に
な
る
為

に
父
君
は
一
生
懸
命
で
「
御
無
事
に
お
輿
入
れ
が
叶
ふ
や
う
に
」
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と
日
頃
信
仰
す
る
江
戸
の
王
子
稲
荷
へ
願
を
か
け
、
参
詣
し
て
は

お
百
度
を
踏
み
、
且
つ
毎
日
一
枚
づ
つ
「
油
揚
げ
」
を
供
へ
る
こ

と
に
定
め
て
そ
れ
を
神
社
に
近
き
豆
腐
屋
に
依
頼
し
た
。
そ
し
て

無
事
お
輿
入
れ
の
終
っ
た
後
も
油
揚
げ
を
供
へ
る
こ
と
は
父
君
生

存
中
一
日
も
鉄
か
さ
な
か
っ
た
。
然
る
に
父
君
逝
去
さ
れ
た
後
、

将
軍
は
父
君
の
志
を
綱
い
で
毎
日
一
枚
づ
っ
即
ち
一
年
三
百
六
十

五
枚
の
供
賎
を
怠
ら
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。
右
は
将
軍
の
令
妹
い

ね
子
さ
ん
か
ら
私
が
聴
い
た
話
だ
」
と
あ
る
。
（
４
）
乃
木
希
典

日
記
に
み
え
る
諸
葛
姓
の
人
物
で
、
名
前
ま
で
判
明
し
て
い
る
者

は
、
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
十
五
年
七
月
三
日
条
（
前
掲
『
乃
木

希
典
全
集
」
上
・
三
六
九
頁
）
、
同
日
記
・
明
治
十
五
年
十
一
月

五
日
条
（
前
掲
『
乃
木
希
典
全
集
』
上
・
三
九
六
頁
）
、
同
日
記
・

明
治
十
七
年
一
月
三
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
四
五

○
頁
）
、
同
日
記
・
明
治
十
七
年
四
月
二
十
六
日
条
（
前
掲
「
乃

木
希
典
全
集
」
上
・
四
六
九
頁
）
お
よ
び
同
日
記
・
明
治
三
十
四

年
十
一
月
二
十
八
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
』
中
．
二
三
八

頁
）
に
み
え
る
諸
葛
小
彌
太
（
明
治
十
七
年
四
月
二
十
六
日
条
は

「
小
弥
太
」
と
記
し
て
い
る
）
、
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
三
十
六
年

五
月
五
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
中
．
三
四
三
頁
）
に
み

え
る
諸
葛
小
弥
お
よ
び
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
十
五
年
六
月
二
十

六
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
三
九
四
頁
）
、
同
日
記
・

明
治
十
七
年
四
月
二
十
二
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・

四
六
八
頁
）
、
同
日
記
・
明
治
三
十
六
年
五
月
七
日
条
（
前
掲

乃
木
希
典
日
記
ｌ
明
治
八
年
Ｉ
（
二
（
中
山
）

「
乃
木
希
典
全
集
」
中
．
三
四
四
頁
）
、
同
日
記
・
明
治
三
十
六
年

五
月
二
十
七
日
条
（
前
掲
『
乃
木
希
典
全
集
」
中
．
三
四
八
頁
）

お
よ
び
同
日
記
・
明
治
三
十
六
年
七
月
六
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希

典
全
集
」
中
．
三
五
一
頁
）
に
み
え
る
諸
葛
政
太
の
三
名
で
あ
る

が
、
こ
の
う
ち
の
諸
葛
小
弥
は
、
諸
葛
小
彌
太
の
誤
記
と
思
わ
れ

る
の
で
、
諸
葛
小
彌
太
と
諸
葛
政
太
の
二
名
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

彼
ら
は
、
と
も
に
乃
木
将
軍
と
同
郷
の
諸
葛
信
澄
（
一
郎
）
の
子

息
で
あ
り
、
政
太
が
そ
の
長
男
で
（
前
掲
「
明
治
過
去
帳
」
一
四

六
頁
の
「
諸
葛
信
澄
」
の
項
参
照
）
、
小
彌
太
が
そ
の
次
男
で
あ

る
（
井
関
九
郎
『
近
代
防
長
人
物
誌
』
人
〈
昭
和
六
十
二
年
・
マ

ッ
ノ
書
店
〉
五
九
九
～
六
○
○
頁
の
「
諸
葛
小
彌
太
」
の
項
参
照
）
。

政
太
の
生
年
は
不
明
で
あ
る
（
没
年
は
、
前
掲
『
明
治
過
去
帳
」

六
八
三
頁
の
「
諸
葛
政
太
」
の
項
に
よ
れ
ば
明
治
三
十
六
年
五
月

二
十
七
日
で
あ
る
）
が
、
小
彌
太
の
生
年
は
、
文
久
二
（
一
八
六

二
）
年
八
月
十
五
日
で
あ
り
（
前
掲
『
近
代
防
長
人
物
誌
」
人
・

五
九
九
頁
）
、
明
治
八
年
十
二
月
現
在
で
は
、
満
十
四
歳
に
す
ぎ

ず
、
ま
た
、
兄
の
政
太
に
し
て
も
、
年
齢
的
に
小
彌
太
と
の
間
に

そ
れ
ほ
ど
の
ひ
ら
き
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
に

み
え
る
「
諸
葛
」
は
、
「
諸
葛
ヲ
訪
、
小
酌
」
と
い
う
記
述
の
内

容
か
ら
考
え
る
と
、
彼
ら
両
名
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
父
の
諸
葛

信
澄
（
一
郎
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
諸
葛
は
、
山
口
県
長
府
の

人
、
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
九
月
六
日
生
、
祖
父
（
函
渓
）
、

父
（
力
齋
）
と
同
様
に
画
業
を
も
っ
て
長
府
藩
に
仕
え
た
が
、
後
、
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乃
木
希
典
日
記
ｌ
明
治
八
年
１
（
一
）
（
中
山
）

武
芸
を
講
じ
、
奇
兵
隊
、
報
国
隊
等
に
参
加
、
明
治
維
新
後
、
明

治
二
年
開
成
学
校
入
学
、
同
四
年
文
部
少
助
教
、
同
五
年
文
部
八

等
出
仕
、
同
六
年
東
京
師
範
学
校
長
、
同
七
年
文
部
省
七
等
出
仕
、

同
八
年
大
阪
師
範
学
校
長
、
同
十
三
年
東
京
株
式
取
引
所
肝
入
役

な
ど
を
歴
任
、
明
治
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
逝
去
し
て
い
る
。

か
れ
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
明
治
過
去
帳
」
一
四
六
頁
の

「
諸
葛
信
澄
」
お
よ
び
前
掲
『
増
補
近
世
防
長
人
名
辞
典
」
二
五

二
～
二
五
三
頁
の
「
諸
葛
信
澄
」
の
項
な
ど
参
照
。
（
５
）
後
の

元
老
、
侯
爵
井
上
馨
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
頃
、
井
上
は
、

明
治
五
年
三
月
に
発
生
し
た
尾
去
沢
銅
山
事
件
に
関
連
し
、
明
治

六
年
五
月
十
四
日
、
大
蔵
大
輔
を
辞
任
し
て
い
た
。
（
６
）
乃
木

希
典
日
記
に
み
え
る
福
原
姓
で
、
名
前
ま
で
判
明
し
て
い
る
人
物

は
、
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
八
年
二
月
十
七
日
条
（
前
掲
「
乃
木

希
典
全
集
』
上
・
二
○
頁
）
お
よ
び
同
日
記
・
明
治
九
年
一
月
二

十
九
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
七
五
頁
）
に
み
え
る

福
原
和
勝
、
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
三
十
六
年
一
月
八
日
条

（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
中
・
三
一
八
頁
）
に
み
え
る
福
原

一
、
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
十
一
年
五
月
十
六
日
条
（
前
掲
『
乃

木
希
典
全
集
」
上
・
二
三
○
頁
）
お
よ
び
同
日
記
・
明
治
二
十
七

年
五
月
二
十
八
日
条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
中
・
一
八
四
頁
）

に
み
え
る
福
原
豊
功
、
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
八
年
二
月
十
七
日

条
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
二
○
頁
）
に
み
え
る
福
原

責
（
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
補
遺
・
三
○
五
頁
の
「
索
引
」
の

「
福
原
責
」
の
項
に
は
、
前
掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
上
・
六
八

頁
に
も
、
福
原
實
の
記
述
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
誤
記
で
あ

る
の
で
、
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
き
た
い
）
お
よ
び
乃
木
希
典
日
記
・

明
治
二
十
七
年
六
月
十
日
条
（
前
掲
『
乃
木
希
典
全
集
」
中
．
一

八
六
頁
）
お
よ
び
同
日
記
・
明
治
三
十
四
年
十
二
月
十
日
条
（
前

掲
「
乃
木
希
典
全
集
」
中
．
二
四
一
頁
）
に
み
え
る
福
原
佳
哉
の

五
名
で
あ
る
。
彼
ら
の
中
で
、
こ
の
当
時
、
大
佐
の
階
級
で
あ
っ

た
人
物
は
、
福
原
資
と
福
原
和
勝
の
二
名
で
あ
る
が
、
福
原
和

勝
は
、
明
治
八
年
二
月
三
日
、
清
国
公
使
館
附
と
な
り
清
国
に
赴

任
し
て
お
り
（
も
っ
と
も
、
前
記
の
乃
木
希
典
日
記
・
明
治
八
年

二
月
十
七
日
条
に
は
「
富
貴
楼
二
大
酌
、
福
原
和
勝
加
ル
」
と
み

え
る
の
で
、
実
際
の
赴
任
日
は
、
こ
れ
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
）
、
帰
朝
は
、
明
治
九
年
四
月
二
十
四
日
の
こ
と
で

あ
る
（
上
法
快
男
監
修
・
外
山
操
編
「
陸
海
軍
将
官
人
事
総
覧
」

陸
軍
傭
〈
昭
和
五
十
六
年
・
芙
蓉
瞥
房
〉
九
～
一
○
頁
の
「
福

原
和
勝
」
の
項
参
照
）
か
ら
、
こ
こ
に
み
え
る
福
原
大
佐
は
、
福

原
實
大
佐
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
福
原
資
は
、
山
口
県
の
人
、

弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
十
月
十
五
日
出
生
、
明
治
四
年
陸
軍
大

佐
、
明
治
五
年
築
造
局
副
長
心
得
、
明
治
六
年
第
四
局
副
長
、
明

治
十
年
征
討
第
三
旅
団
参
謀
長
、
明
治
十
一
年
仙
台
鎮
台
司
令
長

官
、
明
治
十
五
年
元
老
院
議
官
、
明
治
二
十
年
沖
縄
県
知
事
、
明

治
二
十
三
年
貴
族
院
議
員
な
ど
を
歴
任
、
明
治
三
十
三
年
男
爵
、

同
年
九
月
二
十
四
日
逝
去
し
て
い
る
。
彼
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
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前
掲
「
明
治
過
去
帳
』
六
○
八
頁
、
前
掲
「
増
補
近
世
防
長
人
名

辞
典
」
二
○
九
頁
、
前
掲
「
陸
海
軍
将
官
人
事
総
覧
」
陸
軍
篇
・

一
二
頁
、
前
掲
『
近
代
防
長
人
物
誌
」
人
．
一
四
三
～
一
四
五
頁
、

秦
郁
彦
編
『
日
本
陸
海
軍
総
合
事
典
」
（
平
成
三
年
・
東
京
大

学
出
版
会
）
一
二
四
頁
、
我
部
政
男
・
広
瀬
順
晧
編
「
直
奏
任
官

履
歴
原
書
」
下
巻
（
平
成
七
年
・
柏
書
房
）
四
八
四
～
四
八
九
頁

お
よ
び
霞
会
館
華
族
家
系
大
成
縞
輯
委
員
会
編
「
癖
嘩
旧
華
族
家

系
大
成
」
下
巻
（
平
成
八
年
・
霞
会
館
）
四
四
二
頁
、
前
掲
「
乃

木
希
典
全
集
」
補
遺
・
二
七
二
１
二
七
三
頁
な
ど
参
照
。
（
７
）

太
田
姓
に
関
係
の
あ
る
名
前
で
耕
助
は
、
前
述
の
太
田
左
門
の
兄
、

御
堀
耕
助
で
あ
る
（
前
掲
「
佐
々
木
乃
木
家
系
図
」
五
三
○
頁
）

が
、
御
堀
耕
助
は
、
明
治
四
年
五
月
十
三
日
に
逝
去
し
て
い
る

（
御
堀
耕
助
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
乃
木
希
典
日
記
・
明

治
八
年
十
二
月
四
日
条
に
附
し
た
註
（
５
）
の
太
田
左
門
の
項
を

参
照
）
の
で
該
当
し
な
い
の
で
、
太
田
姓
に
関
係
す
る
人
物
で
耕

助
に
該
当
す
る
人
物
と
し
て
は
、
太
田
家
の
養
子
で
、
太
田
家
の

家
女
フ
キ
の
夫
、
耕
介
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
前
掲
「
佐
々
木

乃
木
家
系
図
」
五
三
○
頁
）
。
と
す
れ
ば
、
「
耕
助
」
は
「
耕
介
」

の
誤
記
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
確
か
で
な
い
。
（
８
）
太
田
家

の
家
女
、
フ
キ
の
再
婚
相
手
で
あ
る
大
見
淳
太
で
あ
る
。
（
前
掲

「
乃
木
玉
木
系
図
」
二
六
六
頁
）
と
思
わ
れ
る
が
確
か
で
な
い
。

（
未
完
）

乃
木
希
典
日
記
Ｉ
明
治
八
年
Ｉ
（
二
（
中
山
）
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